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ゆめ・みらい通信 

 みなさま、いつもお世話になっております。あびこ浩子です。 

 

 桜満開の中で入学式を迎えられました。今年の春は、桜が待ち遠し

く、一度に咲き誇り、もう少しだけ楽しませてほしいと願うばかりで

す。コロナ禍があり卒業式・入学式に伺ったのは4年ぶりです。子ども

たちの成長を見せていただき、卒業式の歌声には涙が止まりませんでし

た。入学式では緊張した姿の中にも、誇らしそうな様子を見せていただ

き、子どもたちが、これからずっと幸せでありますようにと願わずには

いられませせん。 

 4月7日(日)投開票の茨木市長選挙・茨木市議会議員補欠選挙が実施さ

れました。市長には福岡洋一市長が無投票で当選が決まりました。市議

会議員補欠選挙では川口元気さん、西野貴治さんが当選されました。 

6月議会で、福岡市長3期目の施政方針演説が行われます。次なる茨木の

次として何を語るのか楽しみにしています。 

 3月議会報告会を開催します。日程は以下に記載しています。お時間

許せばぜひお越し下さい。お待ちしています。予約はいりません。 

 

４月になりました！ 

桜満開の中で入学式 
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【あびこ浩子プロフィール】 

 玉櫛小・南中卒業／1980大阪府立千里

高校卒業／1984関西大学文学部卒

業／2008大阪市立大学大学院創造都市

研究科共生社会研究分野修士課程修了／

大学時代銭原キャンプ場でカウンセラー

として活動 

 1984高槻市立第7中学校教諭／1987茨木

市立三島中学校へ転任1990退職／2000

沢池幼稚園PTA会長／2002穂積小PTA会

長／2006茨木市PTA協議会会

長／2004NPO法人Chacha－House 代

表理事/2006穂積小校区青少年健全育成

運動協議会会長／2006NPO法人子育て

広場全国連絡協議会理事／2011穂積地

区自主防災会会長／2012穂積地区福祉

委員会副委員長／2020穂積地区福祉委

員会顧問 

 2008・4茨木市議会議員補欠選挙で初当

選／2009・1選挙2期目当選／2013・１

選挙3期目当選／2017・1選挙4期目当

選／2021・1選挙5期目当選 

穂積地区 在住 

5月18日(土)憲法月間記念講演会 

第1回 ５月  2日(木) 19:00 茨木公民館 

第2回 ５月  ７日(火) 19:00   中津コミュニティセンター 

第3回 ５月  ８日(水) 19:00 総持寺ミカン屋 

第4回 ５月  ９日(木) 19:00   東コミュニティセンター 

第5回 ５月1０日(金) 19:00 穂積コミュニティセンター 

第6回 ５月１１日(土) 14:00  彩都西コミュニティセンター  

第7回 ５月１２日(日) 14:00 耳原自治会館  

第8回 ５月１３日(月) 19:00 沢良宜いのち愛ゆめセンター 

「あびこ浩子市政報告会」のご案内 
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電話・ＦＡＸ  ０７２（６５５）８４６０（留守時

はメッセージをお願いいたします。） 

Email: contact@hiroko-abiko.jp 

茨木市穂積台 

https://hiroko-abiko.jp/ 

あびこ浩子連絡先 

お互いさまと思える茨木に! 

生活者の視点を政治に！ 

「毎週火曜日・木曜日の朝はJＲ茨木駅西口下、水曜日の朝は南茨木駅、金曜日の朝は阪急茨木市駅東

口南側」にてご挨拶と週刊通信の配布をしています。お声をかけていただけましたらうれしいです。 
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定額減税の流れについて 

～6月からスタート～ 

 絵本作家の長谷川義史(はせがわ よしふみ)さんが、

絵本に込めた人権や平和への思いや願いを、読み聞か

せやライブペインティングで、親しみやすく伝えま

す。人権や平和を守るために、一人ひとりにできるこ

とはたくさんあります。ユーモラスでおおらかな絵本

の世界を入口に、人権の大切さや、平和の素敵さを感

じてみませんか。  

開催場所・会場 ：茨木市文化・子育て複合施設 

         おにクル 1F きたしんホール  

開催日・期間 ：5月18日(土曜日） 

       午前10時20分 ～11時30分 

憲法月間記念講演会 

(絵本作家)長谷川義史(はせがわよしふみ)さん 
＜オンライン参加もあります＞  

 令和6年度の税制改正大綱が発表され、令和6年6月から

所得税3万円、住民税1万円の計4万円が減税されます。生

計を一にする扶養家族も同じく、所得税3万円、住民税1万

円が減税されます。扶養家族が3人ですと計4人分の16万

円減税されることになります。 

 所得税は、6月に一人当たり3万円減額されます。6月分

で源泉徴収から控除できなかった場合は7月、8月と控除額

に達するまで減額されます。最終3月までに控除しきれな

かった場合は給付になります。 

 住民税は、給与所得の方は、令和6年6月分の徴収を行わ

ず、定額減税後の税額を11か月分割して、令和6年7月分

から給与天引きを行います。 

 普通徴収の方は、第1期の納期である6月分の税額から定

額減税を行い、控除しきれない場合は第2期以降の税額か

ら順次控除を行います。 

 公的年金の方、令和6年4月分、6月分、及び8月分の税

額はすでに決定しておりますので、令和6年10月分の税額

から定額減税を行い」、控除しきれない場合は、12月以降

の税額から順次控除を行います。 

 

＜住宅ローン控除やふるさと納税制度への影響＞ 

 定額減税は他の税額控除をすべて控除した後に行うこと

とされており、住宅ローン控除、ふるさと納税控除制度へ

の影響はありません。 


